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海外からの帰国者と同居する学生・教職員の対応について 

 

海外における新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、海外から帰国した方と同居する学生・教職

員については、当面の間、以下の通りの対応をお願いします。 

なお、新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化しているため、それに応じて対応方

針も大きく変わる可能性があります。今回示している対応方針についても今後、変更の可能性があ

りますので、教育ポータルや Active Academy、大学ホームページ、健康推進センターホームページ

を確認し、定期的に最新の情報を得るようにして下さい。 

 

記 

 

1．海外から帰国した方と同居する学生・教職員の登校・出勤の可否 

 
同居する帰国者の症状 

あり なし 

同
居
す
る
帰
国
者
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
結
果 

陽性 

濃厚接触者に該当するため 

自宅待機 

（登校不可・出勤不可） 

濃厚接触者に該当するため 

自宅待機 

（登校不可・出勤不可） 

未確定 
濃厚接触者となる可能性があるため 

自宅待機 

登校可 ・ 出勤可 

（できればマスク着用などの感染防止策を

とり、登校前・出勤前は検温をする） 

陰性 

帰国者が罹患者または罹患疑いと診断され

ない限り、濃厚接触者に該当しないため 

登校可 ・ 出勤可 

（できればマスク着用などの感染防止策を

とり、登校前・出勤前は検温をする） 

帰国者が罹患者または罹患疑いと診断され

ない限り、濃厚接触者に該当しないため 

登校可 ・ 出勤可 

（できればマスク着用などの感染防止策を

とり、登校前・出勤前は検温をする） 

 ※ 家族に海外からの帰国者がいても、その帰国者と帰国後に全く接触していない、あるいは同

じ家で全く生活していない場合などは「登校可・出勤可」とする。 


